
厚生労働省の労働政策審議会は２月23日、

高齢者雇用安定法改正法案について「おお

むね妥当」という答申を出しました。これ

により60歳定年後に継続雇用する対象者を

限定できる制度は廃止されることとなりま

す。ただ、経営側の不満から改正法案には、

厚生年金の報酬比例部分の支給年齢引き上

げが完了する2025年までは、再雇用対象者

基準の廃止を猶予する経過措置が盛り込ま

れようとしています。法律改正により、形

式上は雇用と年金の空白期間は無くなるこ

とになりますが、報酬比例部分の年金額は

微々たるものであり、生活は非常に苦しく

なります。経過措置は採用せず、再雇用対

象者基準は即刻廃止するべきです。また、

ＪＲ東海基準で60歳定年を前にして再雇用

されないことが確定的な社員についても、

新法を適用し救済するべきです。

改正法案は今国会に提出され、厚生年金

の報酬比例部分の支給年齢引き上げが始ま

る2013年４月から施行される見通しです。

希望者全員完全再雇用される法律実現に向

け、さらに行動を展開していこうではあり

ませんか。

ＪＲ東海労ニュース
改正高齢法への経過措置導入反対！
希望者全員の再雇用を勝ち取ろう！

ＪＲ東海は厳しい再雇用基準を撤廃せよ！
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